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外国人支援プラットフォーム事業 業務委託 仕様書 

 

 

１ 業務名称 

外国人支援プラットフォーム事業 業務委託 

 

 

２ 委託期間 

令和６年６月１日から令和７年５月３１日まで 

※本業務は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約である。発注者は、契約締結の翌年

度以降において、歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契

約を解除することができる。 

 

 

３ 業務目的 

現在、少子高齢化の進展による人口減少は加速化しており、市民生活が根底から覆されかねな

い危機的な状況となりつつありますが、その一方で外国人住民数は増加し、グローバル化が進ん

でいます。しかしながら、外国人の中には、日本語の壁が高く、日本語以外が通じないことに不

安や孤独を感じている方も多くみえ、また、地域経済、地域社会を発展させていくためには、外

国人の立場やニーズにあった外国人にも優しい社会への変革、グローバルな視点からの行政対応

など、外国人との共生社会の実現が急務となっています。 

そこで本市では、外国人が安心して生活していくための相談体制や市広報英語対応等の情報発

信の充実を図り、多文化共生に向けた市民意識の醸成を図るとともに、地域社会の国際化の推

進、高度外国人材の雇用促進や居住環境整備等に積極的に取り組み、「外国人からも選ばれるま

ち」を目指していきます。 

これらの環境整備の一環として、外国人が生活していく上での課題やニーズを把握し、細やか

に寄り添っていくための窓口となる「外国人支援プラットフォーム」を市役所内に開設します。 

このプラットフォームでは、市役所を訪れる外国人市民に対し、住民登録・福祉・出産・子育

て・子どもの教育等の生活に係る相談を窓口等で多言語により受け付け、適切な情報提供を行う

ことにより、外国人市民の生活支援の充実、安心を図ることを目的としています。 

この取り組みを発端として本市のグローバル化が進み、世界で多くの方に使われている英語で

日本人と外国人が交流できる場の形成につながっていくこと、そして、その場が公民連携手法を

活用した運営体制により、持続可能な取り組みとして構築されていくことを期待しています。 

 

４ 業務の内容及び運営体制等 

本事業の内容及び運営体制等は、以下のとおりとする。 

なお、業務の遂行に際し、本仕様に定めのない事項については、その都度、ブランド推進課と

協議の上で決定する。 

 

〔内容〕 

(1) オリエンテーション・情報発信 

・外国人市民が転出入手続き等で来庁した際に、窓口担当者が多言語で、次の内容のオリエ

ンテーションを行うこと。また、必要に応じて、パソコンやチラシ等を活用し、適切な情

報提供を行うこと 

① 行政情報の案内 

② 日本語学習、生活習慣習得の啓発 

③ 本市で生活するにあたり、有益となる情報の提供 など 
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(2) 行政窓口案内 

・業務の遂行にあたり、同じフロアで外国人市民の転出入手続きなどの窓口業務を行ってい

る戸籍・住民登録課等と連携すること 

・案内及び取り次ぎ先が市の所管であるときは、関係部署と電話連絡等により連携を図り、

必要な措置を講じること 

・案内及び取り次ぎ先が市の所管以外の場合は、原則として、案内図等及び口頭により所管

機関への交通機関やルート等を適切に案内すること。なお、必要に応じて案内先と連携

し、より適切、迅速に相談場所に到達するよう取り次ぎを行うこと 

 

(3) ブランド推進課との連絡調整 

・原則として、毎日朝夕30分程度はブランド推進課執務室に勤務し、業務に関する打ち合わ

せ、多文化共生に係る情報交換等を行うこと 

・前月分の月次報告書をもとに、月１回程度、ブランド推進課との連絡調整会議を行い、業

務に関する打ち合わせ、多文化共生に係る情報交換等を行うこと 

・桑名市の外国人住民の現状を把握し、外国人の立場やニーズにあった行政運営に必要な提

案を行い、必要に応じて、担当部署との連携も図ること 

 

(4) 市基本方針の事業目的推進に向けた取り組みとの連携・協力 

  ・市等が実施する下記取り組みについて、連携・協力を図ること 

①市広報英語対応等の情報発信の充実に関する事業 

②各種イベント等への参加者増に向けた情報発信 

③多文化共生に向けた市民意識の醸成に関する事業 

④地域社会の国際化の推進に関する事業 

⑤高度外国人材の雇用促進や居住環境整備に関する事業 

⑥市職員のグローバル意識向上に関する事業 

⑦その他、市の多文化共生、国際化戦略の推進に関する事業 

 

(5) 持続可能な取り組みとしての構築に向けた研究・検討 

・市では本事業を発端として、世界で多くの方に使用されている英語で日本人と外国人が交

流できる場へ発展するなど、さらに大きなプラットフォームの形成に展開していきたいと

考えており、また、公民連携手法を活用した運営体制によって持続可能な取り組みとして

構築されていくことを目指していきたいと考えている。そのための事業手法の研究や現在

の課題の洗い出しなどを行い、ブランド推進課に報告、提案を行うこと（報告、提案の方

法や時期等についてはブランド推進課との協議によって決定する） 

 

 

〔運営体制等〕 

(1)窓口配置人員：１名 

・「(4) 業務日時」の業務時間内は常駐すること（急な体調不良等の場合は、ブランド推進    

課に連絡するとともに、交代要員を配置すること） 

・業務の開始前、終了後は、ブランド推進課に連絡を入れること 

・ブランド推進課との連絡窓口になるとともに、業務が円滑に遂行するために必要な措置を

とること 

※窓口配置人員については、上記以外にも市職員の補助を予定している 

 

(2) 対応言語：日本語と、英語・ベトナム語・ポルトガル語のいずれか一言語以上。その他の言

語については、多言語電話通訳サービスや翻訳アプリを利用するなどして対応す

ること 
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(3) 業務場所：桑名市役所本庁舎１階ロビー及び３階ブランド推進課執務室 

 

(4) 業務日時：土曜・日曜・国民の祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く開庁日の午前

８時30分～午後５時15分まで（うち、昼休みは１時間） 

※原則として、毎日朝夕30分程度はブランド推進課執務室に勤務し、業務に関す

る打ち合わせ、多文化共生に係る情報交換等を行うこと 

 

(5) その他：①市が用意する所定の様式にて月次事業報告書を作成し、翌月10日までにブランド

推進課に提出すること 

②事業完了時には事業実施報告書を作成し、事業完了後30日以内にブランド推進課

に提出すること（提出書類は、ブランド推進課と協議する） 

③ブランド推進課からの依頼に応じて、その都度、業務に係る資料を提出すること 

④業務に適した服装に努め、市の規定の名札を必ずつけること 

⑤業務遂行に必要な従事者用のマニュアルを作成及び更新を行うこと。また、作成

及び更新した際は市へ報告すること 

⑥相談者に寄り添った親身な対応を行うこと 

⑦対応中に疑義が生じた場合は、速やかにブランド推進課へ連絡・報告すること 

⑧受託者は配置する人材に対し、業務遂行、個人情報保護、コンプライアンスにつ

いてなど、業務に必要な内容について研修を行うこと 

 

 

５ 備品等の使用について 

業務を実施するにあたり、市が貸与する備品等は以下のとおりとし、業務外での使用は禁止

する（執務室レイアウトによって、貸与備品等の一部が変更となる可能性があります） 

・両袖机 １台 

・通訳者用肘なし椅子 １脚 

・脇机 １台 

・来庁者用椅子 ３脚 

・コードレス電話機 １台 

・パソコン １台 

・タブレット１台 

 

 

６ 委託料の請求及び支払 

委託料については原則として分割払いとし、契約金額の1/12を受注者からの請求書の発行を

もって毎月支払うものとする。（但し、支払方法については市と受注者で協議できるものとす

る。） 

※入札額については、桑名市外国人支援プラットフォーム事業 業務委託にかかる全ての費用

12ヶ月分（令和６年６月分～令和７年５月分）の合計額を税抜きで記載することとする。 

 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する

額を加算した金額（該当金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とする 

 

 

７ その他 

(1)契約金額には、委託契約の履行に必要となる一切の経費を含む。 

(2)本業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た情報（加工した

ものを含む）を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならな
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い。また、契約終了（契約を解除した場合を含む）後においても同様とする。 

(3)本仕様書に記載のない事項、または業務の実施にあたって疑義が生じた場合、発注者と受注

者とで協議の上決定するものとする。 

 

 

８ 個人情報の取り扱いに関する事項 

この契約による業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合においては、別に定める「個人

情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 

 


